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視聴者のデジタル化対応５分類
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視聴者のデジタル化対応５分類

（１）直接受信

（２）集合住宅共聴施設（マンション等集合住宅）

（３）受信障害対策共聴施設（ビル陰等による電波障害に対処するため設置）

（４）辺地共聴施設（山間部等の難視聴解消に対処するため設置）

（５）ケーブルテレビ

受信形態に応じたデジタル化対応が必要

視聴者の受信形態別デジタル化対応について
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分類 必要なデジタル化対応 デジタル化における課題

（１）

直接受信

約２，０００万世帯

・UHFアンテナの追加等が必要
となる場合あり

（２）

集合住宅
共聴

約５２万施設（約７７０万世帯）

【課題】

・UHFアンテナの追加等が必要と
なる場合あり

・住民管理組合の改修合意形成
が重要

デジタル受信機の設置
ケースによっては宅内配線
機器等の改修

UHF受信アンテナ追加・交換・調整

個別宅と同様、アンテナ、ブースター・分配機等集合住宅内配
線機器等の改修

個人負担

住民負担

受信形態別のデジタル化対応①
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分類 必要なデジタル化対応 デジタル化における課題

（３）

受信障害
対策共聴
施設

約５万施設（約６５０万世帯）

【課題】

・改修方法の決定（デジタル化改
修か個別受信への移行か）

・受信障害の原因物所有者と住
民側との改修費用の分担調整

（４）

辺地共聴
施設

約２万施設（約１５０万世帯）

【課題】

受信点（アンテナ）移設等のため、
改修費用が高額になる場合があ
る。

UHF受信アンテナ追加・交換・調整
ヘッドアンプ・幹線増幅器・電源装置等
追加・交換・調整

ビル陰の他、送電線、鉄道、道路設備等を原因とした受信障害の対策として作られた共聴施設がある

住民負担＋国による支援

民民間協議

（デジタル難視・残 要改修） （デジタル受信可・施設一部撤去）

受信形態別のデジタル化対応②
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分類 必要なデジタル化対応 デジタル化における課題

（５）

ケーブル
テレビ

ケーブルテレビ

（約２，１５０万世帯）

【課題】

・既存施設についてはCATV会社
側におけるデジタル化改修が必
要

・新規にケーブルテレビを整備す
る場合には、国による支援も活
用

※ 世帯数については、「ケーブルテレビ」により受信している「集合住宅」があるなど、重複がある。なお、直接受信世帯数は推計値である。

受信形態別のデジタル化対応③
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受信形態別の周知・働きかけの方法と費用負担のイメージ

「デジタル放送推進のための行動計画」（第８次）より抜粋
※世帯数については時点更新
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共聴施設数
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集合住宅共聴施設への
対応に関する資料



改修済
23.4%(5,387)改修計画中

5.0%(1,159)

改修不要
30.8%(7,088)

未定
40.8%(9,391)

対応済
54.2%(12,475)

全国の４階建て以上の集合住宅2.3万（同総数約52万※（推定約770万世帯）の4.4%）

について、地上デジタル放送対応のための施設改修状況等を調査。

デジタル化改修の進捗状況 デジタル化改修の程度

交換・付加

46.3%(10,659)
調整

15.3%(3,518)

大規模
7.6%(1,760)

改修不要

30.8%(7,088)

出典：集合住宅共聴設備のデジタル放送対応に関する実態調査（２００７年３月(社)日本ＣＡＴＶ技術協会）

半数以上の施設が既に地上デジタル放送に対応済

７割弱の施設で調整・交換等が必要なものの、劣化による線路張替え等での大規模な改修が

必要なものはわずか※

※ ２００７年１月末現在、㈱ゼンリン住宅
地図データベースから集計

※ その場合でも地上デジタル放送に最低限対応するための応急措置（周波数変換パススルー方式。１世帯当
たり改修費用（目安）中（～５万円））は活用可能。

集合住宅共聴施設のデジタル化改修状況
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集合住宅共聴施設のデジタル対応促進に向けた主な課題

１ 共聴施設設置者等における施設改修の必要性等の認識の浸透

特に区分所有の集合住宅においては共聴施設改修までには時間を要するため、マンション管理
組合等に対して、関係業界との密接な連携のもと、周知広報を加速していくことが不可欠であり、
そのための体制強化が必要。その際には、一般の方にも分かりやすく、かつ地デジ受信の選択肢
に関して十分に説明することが必要
特に集合住宅共聴施設は、他の共聴施設に比べて施設数が非常に多いことから、地上デジタル

放送のメリットや共聴施設等による視聴に必要な対応等について、テレビ番組やスポットの活用、
自治体広報誌等様々な媒体を通じた効果的な周知が不可欠
また、膨大な数の施設管理者に対して必要情報を確実に提供するための郵送周知等の効率的な

方法の検討が必要

２ 共聴施設の現状等の把握

サンプル調査等を通じて共聴施設の改修を要する場合の大凡の経費の程度や改修の進捗状況の
把握をより詳細に行うことが必要

３ マンション管理組合での合意形成や手続き等により施設改修までに長期間を要する

共聴施設の地上デジタル放送視聴確認の支援、マンション管理組合での施設改修の決定に至る
までの進め方、メディア別（地デジのみ、ＢＳデジタル・ＣＳ１１０まで視聴可能等）・規模別
の標準的な改修方法・コスト等、特に合意形成に時間を要するマンション管理組合による施設改
修の促進策の検討が必要

共聴施設の改修に当たっては、法令に基づく届出等を要するが、添付書類の削減等により事務
手続き・処理の迅速化を図ることが必要
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出典：集合住宅共聴設備のデジタル放送対応に関する実態調査（２００７年３月 (社)日本ＣＡＴＶ技術協会）

※１ 調査対象の４階建て以上の集合住宅約２．３万棟に占める構成比
※２ 具体的な改修経費等は、設備の規模、状態等によって異なる。
※３ 地上デジタル放送に最低限対応するための応急措置（周波数変換パススルー方式。１世帯

当たり改修費用（目安）中）が活用可能。

改 修
区 分

構成 比
※１

改修費用
【1世帯当たりの目
安】※２

改修事例※２ 備考

改修
不要

30.8% --- ---
•比較的建築年数が新しい高層マンション等の
場合

調整 15.3%
小

【～1万円】
•増幅器の調整等のみ
必要

•同上

交換
・

付加
46.3%

中
【～5万円】

•アンテナの改修や増
幅器の調整が必須の
場合が多い

特定地域での増額要因（例）
•関東広域圏や近畿広域圏の比較的古い建
物でＵＨＦアンテナの増設、Ｕ／Ｖ帯増幅器へ
の交換等を要する場合
•３広域圏の一部のように広域局と県域局とで
送信点の位置が異なる場合

大規模※３ 7.6%
大

【5万円～】

•ケーブル全面張替え、
各戸のテレビ端子の
全面交換等、施設の
規模や状態等によっ
て内容が大きく異なる

•建築年数が古く、かつＶＨＦ帯のみ伝送する
施設の場合

【参考1】集合住宅共聴施設のデジタル化改修経費（例）
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【参考2】集合住宅共聴施設の改修までの流れ

共聴施設の現状調査
同軸ケーブルの調査

アンテナ設備・機器の交換・追加
テレビ端子の取り替え・受信機の接続

工事完了検査

改修計画の検討・確定
改修工事費の見積もり

事前調査の結
果を元に設計
書や見積書を
作成

管理組合等の
承認を得る
（説明会開催)

地上デジタル
放送用アンテ
ナの設置

必要に応じて
ブースターや
分配器等を交換

必要に応じてテ
レビ端子やケー
ブルを交換

竣工図等を利用
し、共聴施設の
現状を調査

伝送路特性を
測定し、既存
ケーブルの
状況も調査

工事完了検査を実施して、引渡し

場合によっては、集会所等を使用して
住民説明会を実施
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都市受信障害対策共聴施設への
対応に関する資料



デジタル放送対応に係る改修費用は、当事者がそれぞれ応分に負担することが妥当。

具体的には、受信者はデジタル放送の受信に通常必要とされる経費、所有者は受信

者負担分を超える経費をそれぞれ負担。

都市受信障害対策施設の地上デジタル放送対応に係る考え方（概要）

デジタル放送で受信障害が解消された世帯においては、受信障害対策は不要。

デジタル放送においても受信障害が継続する場合は、高層建築物等の所有者と受信

者を当事者とする協議により対応。

基本的考え方

費用負担

デジタル放送の受信に
通常必要となる経費

対策施設のデジタル放

送対応改修経費

[イメージ]

【都市受信障害対策共同受信施設の地上デジタル放送対応に係る周知の促進について（通達） ：総情域第１５１号（平18.11.27）】

高層建築物等の 所
有者の負担分

対 策 施 設 に よ る
受信世帯の負担分

一般の直接受信
世帯の負担分
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都市受信障害対策共聴施設のデジタル対応促進に向けた主な課題（１／２）

１ 共聴施設設置者等における施設改修の必要性等の認識の浸透

地上デジタル放送は受信障害に強く、アナログ放送に比べて受信障害が大幅に軽減されること
から、受信障害が解消される世帯では自ら個別アンテナを設置し直接受信に移行することが必要
受信障害が継続し共聴施設の改修が必要な場合、共聴施設改修までには時間を要するため、施

設設置者等に対して、関係業界との密接な連携のもと、「しらみつぶし」に周知していくことが
不可欠であり、周知広報の加速化のための体制強化が必要。その際には、一般の方にも分かりや
すく、かつ地デジ受信の選択肢に関して十分に説明することが必要
併せて、地上デジタル放送のメリットや共聴施設等による視聴に必要な対応等について、テレ

ビ番組やスポットの活用、自治体広報誌等様々な媒体を通じた効果的な周知が不可欠

２ 共聴施設の現状等の把握

上記１の周知に当たって、必要情報の提供が確実にできる最新の設置者情報等の把握が必要
また、サンプル調査等を通じて共聴施設の改修を要する場合の大凡の経費の程度や改修の進捗

状況の把握が必要

３ 地上デジタル放送における受信障害範囲の調査

大手公益事業者等においては実測等により受信障害範囲を調査しているものの、実測等により
各世帯の直接受信への移行の可否を判定しようとすれば過大なコストを要する一方、地域コミュ
ニティ内で対応が異なることに住民の理解を得ることに困難を伴うことが懸念（共聴施設の全加
入世帯で施設改修を行う場合には調査の実施そのものが不要）。
このため、地域ごとに、シミュレーションによる相談対応や、サンプル的な受信状況調査等に

基づく地上デジタル放送の直接受信に関するきめ細やかな情報提供等の強化が必要
19



都市受信障害対策共聴施設のデジタル対応促進に向けた主な課題（２／２）

４ 当事者間協議の設定・遂行が困難な場合

改修対象の共聴施設の設置以降、当時の原因物と共聴施設の間に新たな建築物が建てられてい
る等、原因者の特定が困難になっている場合や全く新規の原因者と共聴施設の改修について協議
する必要がある場合

当時の原因物の所有者が変わっている場合（例：原因物が区分所有の集合住宅であって、ディ
ベロッパーの建設後、所有権がマンション管理組合に承継）

原因物である建築物等が建設されたときに所有者と住民との間で渡し切りによる費用負担契約
（「渡し切り補償」）によって受信障害対策を終了している場合

５ 当事者間の合意形成や手続き等により施設改修までに長期間を要する

当事者間の合意形成に至るまでの協議の設定方法や進め方、協議において合意すべき事項の整
理等の協議の促進策の検討が必要
共聴施設の改修に当たっては、法令に基づく届出等を要するが、添付書類の削減等により事務

手続き・処理の迅速化を図ることが必要

６ 施設改修に要する費用負担が過重な場合

共聴施設の一世帯当たり改修費用は、多くの場合、戸建て住宅で個別アンテナを設置する経費
と同程度であると想定されているものの、共聴施設の視聴世帯数が少なくなるに従って高額とな
る傾向にある。
このため、共聴施設の視聴世帯数規模別の改修コストを調査・分析し、効率的な改修方法を検

討するとともに、住民負担が著しく過重となる場合の施設改修の促進策を検討することが必要
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デジタル波

アナログ波

既 設
建築物

受信障害対策共
聴施設

地上アナログ放送
ビル陰障害地域

地上アナログ放送
反射障害地域

【参考１】デジタル化による都市受信障害の改善傾向

地上デジタル放送は受信障害に強い伝送方式を採用しているため、受信障害は

大幅に改善することが見込まれている。

調査の結果、推計では、全国の受信障害世帯数がおよそ１／１０程度に改善
アナログ波の受信障害世帯：全国約１，１００万世帯→デジタル波：同１００万世帯

受信障害が改善された世帯では、自ら個別アンテナを設置し、地上デジタル

放送を直接受信することが可能となる。

この受信障害範囲の変化は、シミュレーションによる大凡の傾向の把握のほか、

正確には実測調査により確認することが必要。

反射波

地上デジタル放送
障害地域

既存共聴施設の改修等が必要

地上テレビ
放送局

ほぼ解消

縮小

改善
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【参考２】協議に当たっての当事者の特定について

アナログ放送等に係る

新規の建築物等による受信障害への対応

電波の到来方向

電波の到来方向

放送電波の送信タワーに近い

地域である強電界地域では受

信障害はほぼ解消

送信タワーから遠い地域である中

弱電界地域ではデジタル放送でも

受信障害は継続（アナログ放送時と

比べて障害エリアは縮小）するため、

共聴施設のデジタル化改修が必要

【課題】

中弱電界地域では送信タワーから共聴施設までの間に既に多数の建築物等が

建設され、複合的な受信障害が生じており、地上デジタル放送への移行がこうした

建築物等の建設よりも後であるために、受信障害の原因となっている建築物等の

所有者、すなわち協議の当事者を特定することが困難な場合がある。

新規に建設される建築物等によって、

受信障害が発生した場合は、当該建築

物等の建築主（原因者）の責任と負担で

共聴施設を設置

高層建築物

アナログ放送の

受信障害エリア

（ビル陰）

受信障害世帯

受信障害世帯

デジタル放送の

受信障害エリア

（ビル陰）

デジタル放送への移行に係る

既存の建築物等による受信障害への対応
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ＭＸ等（ＵＨＦ）

混合器 分配器

増幅器
ヘッドエンド

保安器

ＮＨＫ等（ＶＨＦ）

ケーブル

ＵＨＦアンテナ

ＶＨＦアンテナ

受信点設備 幹線設備 宅内設備

ＵＨＦアンテ
ナの追加が
必要

周波数変換器
(ヘッドアンプ)の
追加が必要

レベル調整等が
必要

宅内設備のレベル調
整、伝送確認等が必
要

デジタル化部分改修経費 ２００～５００万円程度

※１ 実在する９建物の事例の集計結果。具体的な設備の改修費用等は、設備の規模、状態等によって異なる。 ※２ 全体設計費を含む。

出典：都市受信障害対策用共聴設備の施設実態等に関する調査（２００７年３月 (株)ＮＨＫアイテック）

改修費用(試算)※１

平均270万円(140～396万円)

改修費用(試算)※１

平均51万円(3～120万円)
改修費用(試算)※１

平均78万円(35～112万円)※２

数年前に比べ相当
廉価な機器が販売中

狭帯域施設（～222MHz等）の場合

「CATVﾊﾟｽｽﾙｰ対応」
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ（発売中のも
のは既対応）

【参考３】共聴施設のデジタル化改修経費（例）
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【参考４】共聴施設の規摸とデジタル化改修経費等について

【課題】

① 共聴施設の規模（視聴世帯数）が小さくなるほど、視聴世帯当たりの改修経費が高額となる傾向。

② 地上デジタル放送への移行により、受信障害世帯数は約１／１０程度に改善するが、特に送信タワーから遠い地域である中弱電界

地域では地上デジタル放送でも受信障害が継続。このため、地上デジタル放送により受信障害が解消される範囲の調査が必要。

→ 大規模な施設所有者に対して、調査の早期実施を働きかけるとともに、都道府県単位でのサンプル的な受信状況調査等に

基づく地上デジタル放送の直接受信に関する情報提供等が必要。
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視聴世帯数

小規模施設の規模別施設数
小規模施設（端子数５０以下２．８万）の規模別分布（全５万施設のうち５６％）

○許可施設数（端子数５０１以上） ０．１万（全５万施設のうち２％）

○届出施設（端子数５１～５００） ２．２万（同４４％）
※２ 小規模以外の共聴施設※１ 施設数の出所：総務省(平成１９年１０月現在)
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【参考５】都市受信障害対策共聴施設数と世帯数（受信障害の主な原因別）
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辺地共聴施設に関する資料



辺地共聴施設の整備支援

地上放送のデジタル化の達成に必要な送受信環境の整備の推進を通じ、２０１１年のデジタル完全移行を確実なも
のとし、もって電波の有効かつ公平な利用を確保するため、共聴施設の整備に対する支援を実施。

１ 施策の概要
山間部等においてデジタルテレビジョン放送を受信するために共聴施設を整備する者に対して国がその整備費用の一部を補助。

２ 事業スキーム
① 事業主体 市町村又は共聴施設の設置者
② 対象地域 山間部などデジタルテレビジョン放送の視聴が困難な地域
③ 対象施設

・有線共聴施設：受信点設備の移設費、改修費等（新設又は改修）
・無線共聴施設：受信点設備、有線伝送路、送信設備等の整備費（新設又は改修）

④ 補助率 １／２

３ イメージ図

【有線共聴施設の場合】 【無線共聴施設の場合】

４ 所要経費
平成２０年度予定額
５，１９０百万円の内数

有線共聴施設の場合は各世帯当たりの費用が３
万５千円を超える場合が補助対象。
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平成１９年度予算と平成２０年度予算案の比較 （赤字が変更点）

平成１９年度予算 平成２０年度予算案

対象地域 条件不利地域 地域限定なし

事業主体 市町村 市町村又は共聴組合

対象設備
受信点設備の移設・
改修等

受信点設備の移設・改
修等

支援条件 改修のみ 改修又は新設

補助率 １／３ １／２

平成１９年度予算 平成２０年度予算案

対象地域 地域限定なし 地域限定なし

事業主体 市町村又は共聴組合 市町村又は共聴組合

対象設備
有線伝送路（送信機
は対象外）

有線伝送路（送信機も
対象）

支援条件
有線共聴施設からの
改修のみ

有線共聴施設からの改
修又は新設

補助率 １／２ １／２

① 辺地共聴施設の整備支援

ⅰ）有線共聴施設整備

② 辺地共聴施設の整備支援

ⅱ）無線共聴施設整備

※加入者１世帯あたり3.5万円以上負担する場合が対象。


	議論のための基礎資料Ⅰ�（共聴施設への対応について）
	視聴者のデジタル化対応５分類
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	共聴施設数
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	集合住宅共聴施設への�対応に関する資料
	スライド番号 14
	集合住宅共聴施設のデジタル対応促進に向けた主な課題
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	都市受信障害対策共聴施設への�対応に関する資料
	都市受信障害対策施設の地上デジタル放送対応に係る考え方（概要）
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	【参考３】共聴施設のデジタル化改修経費（例）
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	辺地共聴施設に関する資料
	スライド番号 28
	平成１９年度予算と平成２０年度予算案の比較　（赤字が変更点）

